
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和５年８月８日（火） １０：０１～１０：１１ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：岸 田 文 雄 内閣総理大臣 

松 本 剛 明 国務大臣（総務大臣） 

齋 藤 健 国務大臣（法務大臣） 

林 芳 正 国務大臣（外務大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

永 岡 桂 子 国務大臣（文部科学大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（厚生労働大臣） 

野 村 哲 郎 国務大臣（農林水産大臣） 

斉 藤 鉄 夫 国務大臣（国土交通大臣） 

浜 田 靖 一 国務大臣（防衛大臣） 

松 野 博 一 国務大臣（内閣官房長官） 

河 野 太 郎 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

渡 辺 博 道 国務大臣（復興大臣） 

谷 公 一 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

小 倉 將 信 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

後 藤 茂 之 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

岡 田 直 樹 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

欠 席 者：西 村 康 稔 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

西 村 明 宏 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：木 原 誠 二 内閣官房副長官 

磯 﨑 仁 彦 内閣官房副長官 

栗 生 俊 一 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      ６件 

○公布（条約）    ２件 

○政令        ３件 

○人事        ６件 

○報告        １件 

○配布        ２件 

いずれも、案件表のとおり、決定、了解等となった。 
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議事内容： 

○松野国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。

まず、閣議案件について、磯﨑副長官から御説明申し上げます。 

○磯﨑内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。まず、「日・豪部隊間協

力円滑化協定」及び「サイバー犯罪条約第２追加議定書」の締結及び公布について、

御決定をお願いいたします。これらの条約は、先の通常国会で承認を得たものであ

ります。

次に、「第９回アフリカ開発会議の開催」について、御了解をお願いいたします。

本件につきましては、後程、外務大臣から御発言があります。

次に、政令３件について、御決定をお願いいたします。まず、「新型インフル特措

法及び内閣法の一部改正法の施行期日令」は、同法の施行期日を本年９月１日とす

るものであり、「同法の施行に伴う関係整備等政令」は、同法の施行による内閣感染

症危機管理統括庁の設置に伴い、内閣審議官の増員等、関係政令の規定の整備等を

行うものであります。また、「内閣官房職員の任命権の委任について」の一部改正に

ついて、併せて御決定をお願いいたします。本件は、同庁に属する非常勤職員の任

命権を、内閣感染症危機管理監に委任するものであります。

次に、「国家戦略特別区域法施行令の一部改正令」は、国家戦略特別区域法等の一

部改正法の施行に伴い、所要の規定の整備を行うものであります。

次に、人事案件について、申し上げます。まず、外務副大臣武井俊輔に、パラグ

アイ国大統領就任式典に参列する特派大使を命ずることについて、御決定をお願い

いたします。

次に、財務省関税局長江島一彦外２名に、関税協力理事会日本政府代表等を命免

すること等について、御決定をお願いいたします。

次に、内閣官房副長官補岡野正敬を願いに依り免じ、その後任に外務省総合外交

政策局長市川恵一を任命することについて、御決定をお願いいたします。

次に、外務省、国土交通省及び防衛省人事といたしまして、お手元に配布してお

ります資料のとおり、承認することについて、御決定をお願いいたします。その主

な内容は、外務事務次官森健良が退官し、その後任に、内閣官房副長官補岡野正敬

を、充てるものであります。

次に、裁判官人事といたしまして、簡易裁判所判事に任命するもの外２件につい

て、御決定をお願いいたします。

次に、糸山景大外２７７名の叙位又は叙勲等について、御決定をお願いいたしま

す。なお、元衆議院議員大野功統を、従三位に叙するものがあります。

次に、「一般職の職員の給与等についての人事院の報告及び勧告」について、御報

告があります。本件につきましては、昨日、国会及び内閣に勧告がなされたもので

あり、後程、河野大臣から御発言があります。

次に、配布資料といたしまして、「家計調査報告」があります。本件につきまして

は、後程、総務大臣から御発言があります。

次に、件名外案件について、申し上げます。まず、「日・アンゴラ投資協定」に署
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名することについて、御決定をお願いいたします。本件は、投資の自由化、促進及

び保護に関する法的枠組みを設けるものであります。

次に、「円借款の供与に関する書簡」をフィリピンとの間で交換することについ

て、御決定をお願いいたします。本件は、３００億円を限度とする「災害復旧スタ

ンド・バイ借款」を、供与することについて、取り極めるものであります。なお、

以上２件につきましては、相手国政府との署名及び書簡交換までそれぞれ不公表と

いたしたいので、御了承をお願いいたします。

○松野国務大臣：次に、大臣発言がございます。まず、外務大臣。

○林国務大臣：令和７年に我が国で開催される第９回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ

９）の開催地を、横浜といたします。開催時期については、諸般の事情を踏まえな

がら検討してまいります。

○松野国務大臣：次に、河野大臣。

○河野国務大臣：昨日、人事院から、国家公務員の給与についての報告及び勧告が提

出されました。この勧告を受けて、昨日、持ち回りにより第１回給与関係閣僚会議

が開催され、国家公務員の給与の取扱いの検討に着手しております。なお、同日、

国家公務員の勤務時間について、フレックスタイム制の見直しについての勧告も提

出されておりますので、必要な対応を検討してまいります。

○松野国務大臣：次に、総務大臣。

○松本国務大臣：本日、家計調査結果を公表いたしました。その主なポイントは、次

のとおりです。２人以上の世帯の６月の消費支出は、１年前に比べ実質４．２パー

セントの減少となりました。食料や家具・家事用品など幅広い分野で減少が見られ

る一方、半導体不足の緩和や新型コロナの５類移行に伴い、自動車等関係費や教養

娯楽サービスで支出が増加するなどの動きが見られるところです。

○松野国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。岡田大臣から御発言がございます。

○岡田国務大臣：地方分権改革の提案募集について、昨日、関係府省に対し、提案に

対する第１次回答への地方からの見解を送付し、提案に関する再検討要請を行いま

した。政府としては、地方分権を推進する立場から、地方からの提案をいかにして

実現するかという姿勢を基本に取り組むこととしております。これまでのところ、

関係府省からは、提案に対する慎重な回答も少なくありません。提案の最大限の実

現へ向け、もう一歩、踏み込んだ検討をお願いしたいと思います。関係閣僚におか

れては、地方からの見解を自ら御確認いただき、再検討に当たって、強力なリーダ

ーシップを発揮していただきますようお願いします。

○松野国務大臣：なお、海外出張された小倉大臣の帰朝報告は、お手元の資料のとお

りです。

ほかに御発言はございますか。

無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。
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令和５年 

８月８日 

◎ 一 般案 件

   ○ 「 内閣 官 房職 員 の任 命 権の 委 任に つ いて 」 の一 部

改 正に つ いて （ 決定 ）       （内 閣 官房 ）

〃 ○ 日 本国 の 自衛 隊 とオ ー スト ラ リア 国 防軍 と の間 に

お ける 相 互の ア クセ ス 及び 協 力の 円 滑化 に 関す る

日 本国 と オー ス トラ リ アと の 間の 協 定の 効 力発 生

の ため の 外交 上 の公 文 の交 換 につ い て（ 決 定）

（ 外 務省 ） 

〃 ○ 協 力及 び 電子 的 証拠 の 開示 の 強化 に 関す る サイ バ

ー 犯罪 に 関す る 条約 の 第２ 追 加議 定 書の 受 諾に つ

い て（ 決 定）             （ 同上 ）

〃 ○ 第 ９回 ア フリ カ 開発 会 議（ Ｔ ＩＣ Ａ Ｄ９ ） の開 催

に つい て （了 解 ）           （ 同上 ）

◎ 公 布 （条約 ）

☆ 日 本国 の 自衛 隊 とオ ー スト ラ リア 国 防軍 と の間 に

お ける 相 互の ア クセ ス 及び 協 力の 円 滑化 に 関す る

日 本国 と オー ス トラ リ アと の 間の 協 定（ 決 定）

（ 外 務省 ） 

〃 ☆ 協 力及 び 電子 的 証拠 の 開示 の 強化 に 関す る サイ バ

ー 犯罪 に 関す る 条約 の 第２ 追 加議 定 書（ 決 定）

 （ 同上 ） 

◎ 政 令 

○ 新型イ ン フル エ ンザ 等 対策 特 別措 置 法及 び 内閣 法

の一部 を 改正 す る法 律 の施 行 期日 を 定め る 政令

（決定 ）             （内 閣 官房 ）

〃 ○ 新型イ ン フル エ ンザ 等 対策 特 別措 置 法及 び 内閣 法

の一部 を 改正 す る法 律 の施 行 に伴 う 関係 政 令の 整

備等に 関 する 政 令（ 決 定）       （ 同上 ）

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
あ り

資 料
な し

4

〔 別 添 〕



   ○ 国家戦 略 特別 区 域法 施 行令 の 一部 を 改正 す る政 令 

    （決定 ）            （ 内閣 府 本府 ） 

 

          ◎ 人  事 

   ○ 外務副 大 臣武 井 俊輔 に パラ グ アイ 国 大統 領 就任 式 

    典に参 列 する 特 派大 使 を命 ず るこ と につ い て 

    （決定 ） 

 〃  ☆ 財務省 関 税局 長 江島 一 彦外 ２ 名に 関 税協 力 理事 会 

    日本政 府 代表 等 を、 水 産庁 次 長藤 田 仁司 外 １名 に 

    日中漁 業 共同 委 員会 委 員た る 日本 政 府代 表 等を 、 

    水産庁 資 源管 理 部長 魚 谷敏 紀 外１ 名 に日 本 国政 府 

    とソヴ ィ エト 社 会主 義 共和 国 連邦 政 府と の 間の 両 

    国の地 先 沖合 に おけ る 漁業 の 分野 の 相互 の 関係 に 

    関する 協 定に 基 づく 日 ソ漁 業 委員 会 日本 政 府代 表 

    等を、 水 産庁 増 殖推 進 部長 坂  康 之 外１ 名 に漁 業 

    の分野 に おけ る 協力 に 関す る 日本 国 政府 と ソヴ ィ 

    エト社 会 主義 共 和国 連 邦政 府 との 間 の協 定 に基 づ 

    く日ソ 漁 業合 同 委員 会 日本 政 府代 表 を、 財 務省 大 

    臣官房 参 事官 藤 井大 輔 外１ 名 に国 際 農業 開 発基 金 

    総務会 総 務代 理 たる 日 本政 府 代表 代 理を 命 免す る 

    ことに つ いて （ 決定 ） 

 〃  ○ 市川恵 一 を内 閣 官房 副 長官 補 に任 命 し、 内 閣官 房 

    副長官 補 岡野 正 敬を 願 に依 り 免ず る こと に つい て 

    （決定 ） 

 〃  ○ 各府省 幹 部職 員 の任 免 につ き 、内 閣 の承 認 を得 る 

    ことに つ いて （ 決定 ） 

   ☆ 植屋伸 一 外１ 名 を簡 易 裁判 所 判事 等 に任 命 し、 判 

    事兼簡 易 裁判 所 判事 近 藤宏 子 の兼 官 を免 ず るこ と 

    につい て （決 定 ） 

   ○ 長崎大 学 名誉 教 授糸 山 景大 外 ２７ ７ 名の 叙 位又 は 

    叙勲等 に つい て （決 定 ） 

 

 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  
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◎ 報  告 

   ☆ 一 般職 の 職員 の 給与 等 につ い ての 人 事院 の 報告 及 

    び 勧告 に つい て          （内 閣 官房 ） 

 

          ◎ 配  布 

   ☆ 家計調 査 報告            （ 総 務省 ） 

   ☆ 埼玉県 知 事選 挙 結果 調         （ 同上 ） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

資 料  
あ り  
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令和５年 

８月８日 

 

◎ 一 般案 件 

   ○ 投 資の 自 由化 、 促進 及 び保 護 に関 す る日 本 国と ア 

    ン ゴラ 共 和国 と の間 の 協定 の 署名 に つい て 

    （ 決定 ）              （ 外 務省 ） 

 〃  ○ 円 借款 の 供与 に 関す る 日本 国 政府 と フィ リ ピン 共 

    和 国政 府 との 間 の書 簡 の交 換 につ い て（ 決 定） 

                      （ 同上 ） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

 

（ 火 ）   件 名 外 案 件 

資 料  
な し  
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